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三宅町学校給食費条例

（趣旨）
第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。以下「法」という。）第４条の規
定に基づき三宅町が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し、必要な事項を定める
ものとする。

（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１) 中学校 川西町・三宅町式下中学校組合立学校設置条例（昭和５７年川西町三宅町式下
中学校組合条例第２０号）第２条に規定する中学校をいう。
(２) 学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食をいう。
(３) 学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費をいう。
(４) 保護者等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する保護者及びこれ
に準ずる者として規則で定める者をいう。
(５) 学校給食費負担者 中学校で学校給食を受ける生徒の保護者等及び教職員その他学校給
食を受ける者をいう。

（学校給食費の徴収等）
第３条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

（学校給食費の納付）
第４条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

（学校給食費の減額）
第５条 町長は、学校給食費負担者に特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、
又は免除することができる。

（委任）
第６条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則
この条例は、令和２年４月１日から施行する。


